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４月までの議論とその後の状況

○ 東京～名古屋間のルートについては交通政策審議会中央委員会小委員会で十分な比較検討がされた

一方、名古屋～大阪間についてはそのような比較検討や議論がなされていない

○ 名古屋～大阪間についても、関西にとって望ましいルート及び整備時期の検討を行っていくべき

■4月までの議論

■その後の状況
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5月 2日
答申(案)に対する
京都府・京都市意見提出

・名古屋・大阪間のルートについての定量的な分析を実施すべき ①

5月12日小委員会答申
・「中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定

について（答申）」を発表
②

について（答申）」を発表

5月20日営業主体・建設主体決定 ・国が中央新幹線の営業主体・建設主体としてＪＲ東海を指名 ③

5月26日整備計画の決定
・中央新幹線（東京～大阪間）の建設に関する整備計画を決定

・「主要な経過地」として基本計画に「赤石山脈(南アルプス)中南部」を追加 ④

5月27日建設の指示 ・国がＪＲ東海に対して、中央新幹線（東京～大阪間）の建設を指示 ⑤

7月 7日 JR東海社長会見
・整備計画は『奈良市付近』としているが、『奈良県内』とは書いていないと

し、奈良市と隣接する京都府南部を通る可能性を示唆
⑥

8月 5日長野中間駅位置決定
・直線ルートを基本とした中間駅位置を決定

→東京～名古屋間の全中間駅位置決定 ⑦




























































